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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録を行う記録ヘッドを備えた記録ユニットと、
　前記記録ユニットの上部に設けられたスキャナーユニットとを備え、
　前記記録ユニットは、ユニット周囲を構成する一の面に操作パネルを備え、
　前記スキャナーユニットは、原稿台を開閉するカバーを備え、
　前記カバーの縁には切り欠き部が形成され、
　前記操作パネルは、前記カバーの上面の最高位置の高さを超えないように、前記切り欠
き部の内側縁部に沿って入り込んでいる、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、前記操作パネルはチルト可能であり、
　前記操作パネルが閉じた状態において、前記操作パネルの上端面と前記カバーの上面と
が面一となっている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の記録装置において、前記切り欠き部の内側縁部が、前記原稿
台の外側に位置する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項４】
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　請求項１から３のいずれか一項に記載の記録装置において、前記スキャナーユニットに
おいて前記原稿台の周囲の少なくとも一部は、装置外側に向かって下がる傾斜面で形成さ
れ、
　前記カバーの周縁の少なくとも一部が、前記傾斜面に沿って装置外側に向かって下がる
面で形成されている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の記録装置において、前記カバーにおいて前記切
り欠き部が形成されることにより、当該切り欠き部の側部に前記カバーの縁の突出部が形
成され、
　前記原稿台において前記突出部により遮光された位置において、前記スキャナーユニッ
トが備える読み取りユニットによるキャリブレーションが行われる、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の記録装置において、前記カバーにおいて前記切
り欠き部が形成されることにより、当該切り欠き部の側部に前記カバーの縁の突出部が形
成され、
　前記カバーが閉じた際に、前記記録ユニットの前記カバーの縁の突出部と対向する領域
に、前記カバーの開閉状態を検出する開閉センサーを備えた、
ことを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録ユニットと、当該記録ユニットの上部に設けられたスキャナーユニット
とを備える記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、記録ユニットとスキャナーユニットとを一体に備えた、複合機と呼ばれる記録装
置、その中でも特にインクジェット複合機が広く出回っている。スキャナーユニットは、
単機能のスキャナー装置と同様に、原稿台と、この原稿台を開閉する原稿カバーとを備え
ている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、記録ユニットは単機能のプリンターと同様に用紙に記録を行う記録部を備えてい
ることに加え、スキャナーユニットを操作する為の操作パネルを備えている。この操作パ
ネルは、ユーザーが操作し易い様に、チルト可能に構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１０７３９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、インクジェット複合機にはより一層の小型化が求められており、特に低背化（装
置の高さ方向寸法の縮小化）の要請が著しい。しかしながら、操作パネルは視認性を確保
する観点において、より大きく且つ極力装置上部に配置されることが好ましく、その様な
要請は装置の低背化と矛盾してしまうことになる。
【０００６】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その目的は、操作パネルの視
認性を確保しながらも、装置の低背化を図ることができる、複合型の記録装置を提供する
ことにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する為の、本発明の第１の態様に係る記録装置は、記録を行う記録ヘッ
ドを備えた記録ユニットと、前記記録ユニットの上部に設けられたスキャナーユニットと
を備え、前記記録ユニットは、ユニット周囲を構成する一の面に操作パネルを備え、前記
スキャナーユニットは、原稿台を開閉するカバーを備え、前記カバーの縁には切り欠き部
が形成されるとともに当該切り欠き部の内側に前記操作パネルの上部が入り込んでいるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　本態様によれば、記録ユニットには、ユニット周囲を構成する一の面に操作パネルが設
けられており、当該操作パネルの上部が、スキャナーユニットの原稿台を開閉するカバー
に形成された切り欠き部の内側に入り込んでいるので、操作パネルの小型化を避けながら
も、操作パネルとカバーとを重畳して配置する構成に比して装置の低背化を図ることがで
きる。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記操作パネルはチルト可能であり、前
記操作パネルが閉じた状態において、前記操作パネルの上端面と前記カバーの上面とが面
一となっていることを特徴とする。
【００１０】
　本態様によれば、前記操作パネルが閉じた状態において、前記操作パネルの上端面と前
記カバーの上面とが面一となっているので、より一層の装置の低背化を図ることができる
とともに、装置の美観を保つことができる。
【００１１】
　本発明の第３の態様は、第１のまたは第２の態様において、前記切り欠き部の内側縁部
が、前記原稿台の外側に位置することを特徴とする。　
　本態様によれば、前記切り欠き部の内側縁部が、前記原稿台の外側に位置するので、前
記原稿台に対する遮光を確実に行い、スキャナーユニットでの原稿読み取りを確実に行う
ことができる。
【００１２】
　本発明の第４の態様は、第１から第３の態様のいずれかにおいて、前記スキャナーユニ
ットにおいて前記原稿台の周囲の少なくとも一部は、装置外側に向かって下がる傾斜面で
形成され、前記カバーの周縁の少なくとも一部が、前記傾斜面に沿って装置外側に向かっ
て下がる面で形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　本態様によれば、前記原稿台の周囲の少なくとも一部が装置外側に向かって下がる傾斜
面で形成され、前記カバーの周縁の少なくとも一部が前記傾斜面に沿って装置外側に向か
って下がる面で形成されているので、前記原稿台への外光の入り込みをより一層抑えるこ
とができ、スキャナーユニットでの原稿読み取りを確実に行うことができる。
【００１４】
　本発明の第５の態様は、第１から第４の態様のいずれかにおいて、前記カバーにおいて
前記切り欠き部が形成されることにより、当該切り欠き部の側部に前記カバーの縁の突出
部が形成され、前記原稿台において前記突出部により遮光された位置において、前記スキ
ャナーユニットが備える読み取りユニットによるキャリブレーションが行われることを特
徴とする。
【００１５】
　本態様によれば、前記原稿台において前記突出部により遮光された位置において、前記
スキャナーユニットが備える読み取りユニットによるキャリブレーションが行われるので
、前記原稿台への外光の入り込みが効果的に抑えられた位置においてキャリブレーション
が行われることにより、当該キャリブレーションを正確に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】本発明に係るプリンターの外観斜視図（原稿カバー閉、操作パネル閉）。
【図２】本発明に係るプリンターの外観斜視図（原稿カバー閉、操作パネル全開）。
【図３】本発明に係るプリンターの外観斜視図（原稿カバー閉、操作パネル半開）。
【図４】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図５】本発明に係るプリンターの外観斜視図（原稿カバー開、操作パネル閉）。
【図６】本発明に係るプリンターを構成するスキャナーユニットの平面図。
【図７】（Ａ）、（Ｂ）は図６のＡ－Ａ断面図。
【図８】（Ａ）は図６のＣ－Ｃ断面図、（Ａ）は図６のＢ－Ｂ断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明するが、本発明は、以下説明する実施
形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々の変形が可能
であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることを前提として、以下本発明の
一実施形態を説明するものとする。
【００１８】
　図１～図３、図５は本発明に係る「記録装置」の一実施形態であるインクジェットプリ
ンター（以下「プリンター」と言う）１の外観斜視図であり、図１は原稿カバー４が閉じ
且つ操作パネル５が閉じた状態を、図２は原稿カバー４が閉じ且つ操作パネル５が全開と
なった状態を、図３は原稿カバー４が閉じ且つ操作パネル５が半開きとなった状態を、図
５は原稿カバー４が開き且つ操作パネル５が閉じた状態を、それぞれ示している。
【００１９】
　また、図４はプリンター１の用紙搬送経路を示す側断面図、図６はスキャナーユニット
３の平面図（原稿カバー４を取り外し他状態）、図７（Ａ）及び図７（Ｂ）は図６のＡ－
Ａ断面図、図８（Ａ）は図６のＣ－Ｃ断面図、図８（Ａ）は図６のＢ－Ｂ断面図である。
【００２０】
　尚、各図に示すｘ－ｙ－ｚ座標系は、ｘ方向が装置（ユニット）の幅方向、ｙ方向が装
置（ユニット）の奥行き方向、ｚ方向が装置（ユニット）の高さ方向を、それぞれ示して
いる。ユニット奥行き方向であるｙ方向では、操作パネル５が設けられた側が装置（ユニ
ット）手前側、その反対方向が装置（ユニット）後方側である。尚、各図においてはプリ
ンター１の構成要素を適宜省略して描いている。
【００２１】
　以下では先ず、プリンター１の全体構成について概説する。プリンター１は、媒体の一
例としての記録用紙にインクジェット記録を行う記録ユニット２の上部にスキャナーユニ
ット３を回動可能に備えており、即ちインクジェット記録機能に加えてスキャナー機能を
備えるインクジェット複合機として構成されている。
【００２２】
　スキャナーユニット３は、記録ユニット２に対して回動軸４０（図４）を介して回動可
能に連結されており、回動することにより、閉じた状態（図１）と開いた状態（不図示）
とをとり得る。
【００２３】
　スキャナーユニット３において上部の原稿カバー４は開閉可能なカバーであり、当該原
稿カバー４を開放することにより、スキャナーユニット３の原稿台３９（図４～図８）が
表れる様になっている。
【００２４】
　装置前面において符号５は、電源ボタンや各種印刷設定・記録実行を行う操作ボタン、
印刷設定内容や印刷画像のプレビュー表示などを行う表示部、等を備えて成るチルト部と
しての操作パネルである。この操作パネル５は、記録ユニット２の周囲を形成する面（前
面、右側面、左側面、後面）のうち、前面に設けられている。
【００２５】



(5) JP 5987509 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

　この操作パネル５は図１、図２、図３の各図の違いに示される様にチルト可能に構成さ
れており、ユーザーが操作し易い角度に調整できる様になっている。尚、操作パネル５の
開き角は、図示しない角度保持手段により保持され、またボタン操作の為に閉方向の外力
を受けた場合であってもその角度が保持される様になっている。
【００２６】
　装置前面において符号３６は下段側トレイ３５に設けられた開閉可能なカバーであり、
図１はカバー３６が閉じた状態を、図２～図４はカバー３６が開いた状態を、それぞれ示
している。そしてこのカバー３６を開くことにより、下段側トレイ３５、上段側トレイ３
７、排紙受けトレイ８、のこれらが露呈可能となり、下段側トレイ３５や上段側トレイ３
７の着脱作業や、排紙受けトレイ８のスライド動作が実行可能となる。
【００２７】
　排紙受けトレイ８は、図示しないモーターによって記録ユニット２に収納された収納位
置（図２）と、記録ユニット２の前方側に突出した突出位置（図３、図４）と、の間をス
ライド変位可能に設けられており、記録ユニット２の前方側に突出した突出位置をとるこ
とで、記録が行われて排出される記録用紙を受けることができる。
【００２８】
　下段側トレイ３５と、その上部に設けられる上段側トレイ３７は、複数枚の記録用紙を
収容可能であり、それぞれ記録ユニット２に対して着脱可能となっている。下段側トレイ
３５には、上述したカバー３６が回動自在に設けられている。
【００２９】
　続いて、記録ユニット２の後方上部において符号６は開閉可能な手差しカバーであり、
この手差しカバー６を開くことにより、手差しトレイ７（図４）を利用した記録用紙の手
差しでの給紙が行える様になっている。
【００３０】
　続いて、プリンター１の用紙搬送経路について主として図４を参照しつつ説明する。本
実施形態に係るプリンター１は、装置底部に下段側トレイ３５及び上段側トレイ３７を備
え、当該下段側トレイ３５或いは上段側トレイ３７から記録用紙を１枚ずつ給送する。
【００３１】
　上段側トレイ３７は、給送可能位置（図４）と退避位置(不図示）との間をスライド変
位可能に設けられており、そして図示しないモーターの動力を受けて、給送可能位置と退
避位置との間を変位する様に構成されている。
【００３２】
　尚、図４においては、下段側トレイ３５に収容される用紙を符号Ｐ１で、上段側トレイ
３７に収容される用紙を符号Ｐ２で、それぞれ示している（以下、特に区別する必要がな
い場合は「用紙Ｐ」と言う）。
【００３３】
　図示しないモーターによって回転駆動される給送ローラー（ピックアップローラーとも
呼ばれる）１０は、回動軸１２を中心に揺動する揺動部材１１に設けられており、上段側
トレイ３７が最も装置前方側（図４において右側：上段側トレイ３７の引き抜き方向側）
にスライドした状態、即ち上段側トレイ３７が退避位置にあるときは(不図示）、下段側
トレイ３５に収容された用紙Ｐ１の最上位のものと接して回転することにより、当該最上
位の用紙Ｐ１を下段側トレイ３５から送り出す。
【００３４】
　また上段側トレイ３７が最も装置後方側（図４において左側：上段側トレイ３７の装着
方向側であり、用紙送り出し方向側でもある）にスライドした突き当たり位置にあるとき
、即ち上段側トレイ３７の給送可能位置では（図４の状態）、給送ローラー１０が上段側
トレイ３７に収容された用紙Ｐ２の最上位のものと接して回転することにより、当該最上
位の用紙Ｐ２を上段側トレイ３７から送り出す。尚、図４の破線は上段側トレイ３７から
送り出された用紙Ｐ２の通過軌跡を示している。
【００３５】
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　下段側トレイ３５及び上段側トレイ３７の先端と対向する位置には、分離斜面１４が設
けられており、下段側トレイ３５或いは上段側トレイ３７から送り出される用紙Ｐは、そ
の先端が分離斜面１４に接しながら下流側に進むことで、給送されるべき最上位の用紙Ｐ
と次位以降の用紙Ｐとの分離が行われる。
【００３６】
　分離斜面１４の先には、図示しないモーターによって回転駆動される反転ローラー１７
が設けられており、この反転ローラー１７によって用紙Ｐは湾曲反転させられ、装置前方
側へと向かう。尚、符号１８、１９、２０、２１は従動回転可能な従動ローラーであり、
少なくとも各トレイから送り出された用紙Ｐは、従動ローラー１９と反転ローラー１７と
によってニップされ、また従動ローラー２０と反転ローラー１７とによってニップされて
、下流側へと送られる。
【００３７】
　反転ローラー１７の先には、図示しないモーターによって回転駆動される搬送駆動ロー
ラー２４と、該搬送駆動ローラー２４に接して従動回転する搬送従動ローラー２５とが設
けられており、これらローラーによって用紙Ｐが記録ヘッド３０の下へと送られる。
【００３８】
　続いて記録を行う記録部を構成する、インクを吐出する記録ヘッド３０は、キャリッジ
２９の底部に設けられている。当該キャリッジ２９は、図示しないモーターによって記録
ヘッド３０の走査方向（ｘ方向：図４の紙面表裏方向）に往復動する様に駆動される。
【００３９】
　記録ヘッド３０と対向する位置には支持部材２８が設けられ、当該支持部材２８によっ
て、用紙Ｐと記録ヘッド３０との間の間隔が規定される。そして支持部材２８の下流側に
は、図示しないモーターによって回転駆動される排出駆動ローラー３１と、当該排出駆動
ローラー３１に接して従動回転する排出従動ローラー３２とを備えた排出手段が設けられ
ている。記録ヘッド３０によって記録の行われた用紙Ｐは、これらローラーにより、上述
した排紙受けトレイ８へ向けて排出される。
【００４０】
　続いて、スキャナーユニット３の構成について説明する。スキャナーユニット３は、回
動軸４０（図４）を介して記録ユニット２に回動可能に連結されており、回動することに
より記録ユニット２の上部を開閉する。スキャナーユニット３が開いた状態では、記録ユ
ニット２の内部にアクセス可能となり、例えばキャリッジ２９に搭載されたインクカート
リッジ（不図示）の交換作業や紙ジャム処理などを行える様になっている。
【００４１】
　スキャナーユニット３は、記録ヘッド３０の走査方向と同方向であるｘ方向に沿って走
査する読み取りユニット４３が、原稿台３９の下に設けられている。読み取りユニット４
３は、ＣＩＳ（Contact Image Sensor）或いはＣＣＤ（Charge Coupled Device）などの
イメージセンサーを搭載して成る。
【００４２】
　読み取りユニット４３は、ｙ方向に長い形状を成し、不図示の駆動源から動力を得て、
ｘ方向に延設されたガイド部としてのガイドレール４２にガイドされながら、ｘ方向に移
動する。尚、読み取りユニット４３において符号４４は、ガイドレール４２と摺接する被
ガイド部である。また、符号４６はスキャナーユニット３の内側底部と接して従動回転す
る従動ローラーである。原稿台３９に対する読み取りユニット４３の平行（姿勢）は、被
ガイド部４４と従動ローラー４６とによって保たれる。
【００４３】
　原稿台３９の周囲は、符号４８ａ、４８ｂ、４８ｃ、４８ｄで示す枠体で構成される。
符号４８ａは前方枠体であり、符号４８ｂは右枠体であり、符号４８ｃは左枠体であり、
符号４８ｄは後方枠体である。これら枠体により、原稿読み取り領域が形成されている。
【００４４】
　原稿台３９を開閉する原稿カバー４は、装置後方の回動軸４ｄ（図４）を中心に回動可
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能に設けられている。原稿カバー４の前方縁には、切り欠き部４ａが形成されており、操
作パネル５の上部が切り欠き部４ａの内側に入り込む位置関係となっている。従ってこれ
により、操作パネル５を小型化を避けながらも、操作パネル５と原稿台カバー４とを重畳
して配置する構成に比して装置の低背化を図ることができる。
【００４５】
　本実施形態において、操作パネル５が閉じた状態では、図１、図７（Ａ）、図７（Ｂ）
に示される様に操作パネル５の上端面５ｂと原稿台カバー４の上面（符号４ｂ、４ｃで示
す突出部）とが面一となる。これにより、より一層の装置の低背化を図ることができると
ともに、装置の美観を保つことができる。
【００４６】
　尚、本実施形態において、原稿台カバー４が閉じた状態では、切り欠き部の内側縁部が
、原稿台３９の外側に位置するので、原稿台３９に対する遮光を確実に行い、スキャナー
ユニット２での原稿読み取りを確実に行うことができる。
【００４７】
　また本実施形態では、原稿台３９の周囲において装置前方側では、前方枠体４８ａの更
に外側に位置する筐体前方上端部（図５、図６において符号４９ａ、４９ｂ、４９ｃで示
す）が、装置外側（図７において右側）に向かって下がる傾斜面で形成されている。そし
て原稿台カバー３９の前方縁部については、上記傾斜面に沿うように、装置外側に向かっ
て下がる傾斜面で形成されている（図５において符号４ｈ、４ｊ、４ｋで示す）。これに
より、原稿台３９への外光の入り込みを抑えることができ、スキャナーユニット２での原
稿読み取りを確実に行うことができる。
【００４８】
　同様に、本実施形態では原稿台３９の周囲において左側についても、筐体左上端部４９
ｅが装置外側に向かって下がる傾斜面で形成されており（図８（Ａ））、そして原稿台カ
バー３９の左側縁部が装置外側に向かって下がる傾斜面で形成されている（符号４ｇ）。
また原稿台３９の周囲において右側についても、筐体右上端部４９ｄが装置外側に向かっ
て下がる傾斜面で形成されており（図８（Ｂ））、そして原稿台カバー３９の右側縁部が
装置外側に向かって下がる傾斜面で形成されている（符号４ｆ）。以上により、原稿台３
９の周囲が包み込まれる様な形態となり、原稿台３９への外光の入り込みを抑えることが
でき、スキャナーユニット２での原稿読み取りを確実に行うことができる。
【００４９】
　更に本実施形態では、原稿台カバー４において切り欠き部４ａが形成されることにより
、当該切り欠き部４ｄの両側に装置外側に向かって突出する突出部４ｂ、４ｃが形成され
ている（図１～図３、図５）。そして原稿台３９において突出部４ｃにより遮光された位
置（図６において符号４３で示す読み取りユニットの位置）において、読み取りユニット
４３によるキャリブレーションが行われる。このキャリブレーションは、例えば濃淡値の
基準値を設定する為のものである。
【００５０】
　即ち、原稿台３９において突出部４９ｃにより確実に遮光された位置において、読み取
りユニット４３によるキャリブレーションが行われるので、当該キャリブレーションを正
確に行うことができる。
【００５１】
　尚、原稿台３９の周囲において装置前方側には開閉センサー５１が設けられている。こ
の開閉センサー５１は原稿カバー４の開閉状態を検出する為の検出手段であり、原稿カバ
ー４の右側の突出部４ｂと係合可能なメカニカルスイッチ或いは突出部４ｂによって遮蔽
される光学センサーにより構成することができる。原稿カバー４の突出部４ｂは、この様
な検出手段による被検出部として利用することができる。尚、図７において符号４ｅで示
す突起は、装置前面から僅かに突出する突起であり、原稿カバー４に形成され、原稿カバ
ー４を開く際に手指の引っ掛かりとして機能する。
【符号の説明】
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【００５２】
１　インクジェットプリンター、２　記録ユニット（装置本体）、３　スキャナーユニッ
ト、４　原稿カバー、４ａ　切り欠き部、４ｂ、４ｃ　突出部、４ｄ　回動軸、４ｆ　右
側縁部、４ｇ　左側縁部、５　操作パネル、５ａ　回動軸、５ｂ　上端面、６　手差しカ
バー、７　手差しトレイ、８　排紙受けトレイ、１０　給送ローラー、１１　揺動部材、
１２　回動軸、１４　分離斜面、１６　両面ユニット、１７　反転ローラー、１８～２１
　従動ローラー、２４　搬送駆動ローラー、２５　搬送従動ローラー、２８　支持部材、
２９　キャリッジ、３０　記録ヘッド、３１　排出駆動ローラー、３２　排出従動ローラ
ー、３５　下段側トレイ、３６　カバー、３７　上段側トレイ、３９　原稿台、４０　回
動軸、４２　ガイドレール、４３　読み取りユニット、４４　被ガイド部、４６　従動ロ
ーラー、４８ａ　前方枠体、４８ｂ　右枠体、４８ｃ　左枠体、４８ｄ　後方枠体、４９
ａ～４９ｃ　筐体前方上端部、４９ｄ　筐体右上端部、４９ｅ　筐体左上端部、５１　開
閉センサー、Ｐ、Ｐ１、Ｐ２　記録用紙

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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